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■差別解消に係る条例における各県の相談体制と調整委員会の組織内容、役割等の比較 
 

１ 地域相談員 

県名 

項目 
千葉県 

（障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例） 

熊本県 
（障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例） 

沖縄県 
（沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例） 

①設置条項 第14条 

知事は、障害のある人に関する相談を受け、

又は人権擁護を行う者その他第三十条第一項各

号に掲げる分野に関し優れた識見を有する者の

うち適当と認める者に委託して、差別に該当す

る事案（以下「対象事案」という。）に関する相

談に係る業務を行わせることができる。 

 

第12条 

県は、次に掲げる者に、前条第 2項各号に掲

げる業務の全部又は一部を委託することができ

る。 

(1)身体障害者福祉法(昭和 24年法律第 283号)

第12条の3第3項に規定する身体障害者相談

員 

(2)知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第

15条の2第3項に規定する知的障害者相談員 

(3)障害者に関する相談又は人権擁護について

知識又は経験を有する者のうち知事が適当と

認める者 

第19条 

県は、市町村が行う事務又は事業のうち、前

章の規定に違反する行為（以下「差別等」とい

う。）に該当すると思われる事例に関する相談業

務及び相談事業を遂行するもの（以下「差別事

例相談員」という。）に対して、技術的助言その

他の必要な支援を行うものとする。 

②業務 ○差別に該当する事案に関する相談 (第11条第2項) 

○特定相談に応じ、関係者に必要な助言、情報

提供等を行うこと。 

○特定相談に係る関係者間の調整を行うこと。 

○関係行政機関への通告、通報その他の通知を

行うこと。 

○差別等に該当すると思われる事例に関する相

談業務及び相談事業 

②設置人数 ６２２名 １７９名 １７５名 

③相談員内訳 ○身体障害者相談員   ２６４名 

○知的障害者相談員   １２９名 

○その他        ２２９名 

    （精神障害者分野    ９６名） 

    （人権擁護分野     ３９名） 

    （福祉サービス分野   ４６名） 

    （商品・サービス分野   １名） 

    （労働者雇用分野    １９名） 

    （教育分野        ９名） 

    （建物・不動産分野   １９名） 

○身体障害者相談員   １１７名 

○知的障害者相談員    ４７名 

○精神障害者相談員    １５名 

 

○市町村相談窓口      ４１名 

○基幹相談支援センター他 １３４名 

④その他 

 

 

 

 

 

 

○その他の相談員については、各分野の団体や

協会、市町村などから、優れた見識を有する

者を推薦してもらい、適当と認める者に委託

する。 

○地域相談員の相談活動の活性化が課題とな

る。 

 

○上記相談員とは別に、各市町村（地域活動支

援センター）から精神保健福祉士を１名推薦

してもらい、相談員として委託している。 

 



資料① 

 2 / 5 
 

 

２ 広域専門相談員 

県名 

項目 
千葉県 

（障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例） 

熊本県 
（障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例） 

沖縄県 
（沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例） 

①設置条項 第16条 

知事は、次の各号に掲げる職務を適正かつ確

実に行うことができると認められる者を、千葉

県行政組織条例第十七条第四項に規定する健康

福祉センターの所管区域及び保健所を設置する

市の区域ごとに、広域専門指導員として委嘱す

ることができる。 

第13条 

知事は、第11条第2項各号に掲げる業務を行

わせるため、障害者の福祉の増進に関し優れた

識見を有する者のうちから、広域専門相談員を

委嘱することができる。 

第20条 

知事は、次に掲げる業務を適正かつ確実に行

わせるため、障害を理由とする差別等の解消に

関し優れた識見を有するものと認められる者を

広域相談専門員として任命することができる。 

②業務 (第16条第1項) 

○地域相談員に対し、専門的な見地から業務遂

行に必要な技術について指導及び助言を行う

こと。 

○対象事案に関する相談事例の調査及び研究に

関すること。 

○第22条第2項に規定する調査に関すること。 

(第17条第2項) 

○地域相談員から指導助言を求められたとき

は、適切な指導及び助言を行う。 

(第11条第2項) 

○特定相談に応じ、関係者に必要な助言、情報

提供等を行うこと。 

○特定相談に係る関係者間の調整を行うこと。 

○関係行政機関への通告、通報その他の通知を

行うこと。 

(第14条第2項) 

○地域相談員から指導助言を求められたとき

は、適切な指導及び助言を行う。 

(第20条第1項) 

○専門的な見地から行う差別事例相談員への必

要な技術的助言に関する業務 

○差別等に関する相談事例の調査及び研究に関

する業務 

○前2号の業務に付随する業務 

③設置人数 １６名 ４名 ３名 

④相談員身分 ○非常勤嘱託職員    １６名 

（社会福祉士       ７名） 

（精神保健福祉士     １名） 

（市町村の福祉業務経験者 ５名） 

（社会福祉施設職員    ２名） 

（養護学校教諭      １名） 

○非常勤嘱託職員 ４名（男性２名、女性２名） ○非常勤嘱託職員 ３名（女性３名） 

⑤費用 県の規定による（政令市等は除く） 県の規定による 県の規定による 

⑥配置圏域 県健康福祉センター所管圏域 全圏域 全圏域 

⑦配置場所 県健康福祉センターに配属 県障がい者支援課内 県障害福祉課内 

⑧相談員の候補 市町村から推薦された者を候補者とする。 試験採用 募集 

⑨その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

○知事は、広域専門指導員の委嘱を行うに当た

っては、あらかじめ調整委員会の意見を聴か

なければならない。（条例第16条2項） 

 

○知事は、広域専門相談員の委嘱を行うに当た

っては、あらかじめ調整委員会の意見を聴か

なければならない。（条例第13条2項） 

○採用時に社会福祉士や臨床心理士などの資格

を有することを条件とした。 

○採用後に、２日間の研修を実施 

○勤務時間は、週４日（9:00～17:00）。課内に

専用の電話を設置。 

○知事は、広域相談専門員の任命を行うに当た

っては、あらかじめ調整委員会の意見を聴か

なければならない。（条例第20条2項） 

○相談業務を３年以上経験していることを条件

にハローワークを通じて募集した。 

○採用後に、４日間の研修を実施 
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３ 調整委員会 

県名 

項目 
千葉県 

（障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例） 

熊本県 
（障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例） 

沖縄県 
（沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例） 

①設置条項 千葉県行政組織条例第28条 

県に別表第２上欄に掲げる附属機関を置き、

当該附属機関において担任する事務は、同表下

欄に掲げるとおりとする。 

第22条 

障害者の権利擁護等のための施策に関する重

要事項について調査審議するため、熊本県障害

者の相談に関する調整委員会(以下「調整委員

会」という。)を置く。 

第24条 

障害を理由とする差別等の解消に関し、助言

又はあっせんを行わせ、及び必要な事項を調査

審議させるため、沖縄県障害を理由とする差別

等の解消に関する調整委員会（以下「調整委員

会」という。）を置く。 

②設置年月 平成19年2月 平成23年12月 平成26年3月 

③位置付け 知事の附属機関 知事の附属機関 知事の附属機関 

④委員の人数 ２０名 １５名 １５名 

⑤委員の内訳 ○障害者団体代表 ８名 

○県議会議員   ３名 

○有識者 

  福祉分野   ２名 

  医療分野   １名 

  教育分野   ２名 

  労働分野   ２名 

  法律分野   １名 

  学識分野   １名 

○障害者団体代表 ６名 

○有識者 

  福祉分野   １名 

  医療分野   ２名 

  教育分野   １名 

  労働分野   ２名 

  法律分野   １名 

  学識分野   ２名 

○障害者団体代表 ６名 

○有識者 

  福祉分野 １名 

  医療分野 １名 

  教育分野 １名 

  労働分野 ３名 

  学識分野 ３名 

⑥委員の任期 ２年 ２年 ２年 

⑦委員会業務 ○「その他相談員」の委託に際しての意見具申

（条例第14条2項）  

○「広域専門指導員」の委嘱に際しての意見具

申（条例第16条2項）  

○知事の申立てのあった事例に対する助言及び

あっせん（条例第23条1項）  

○知事に対する差別解消のための勧告の建議 

（条例第24条1項）  

○訴訟援助の審議 （条例第26条）  

○県民模範の表彰に際しての意見具申（条例第

31条2項）  

○重要事項の調査審議及び建議（条例の解釈指

針を含む） 

○不利益取扱いに該当する事案を解決するた

め、助言又はあっせんを行うこと。（条例第１

７条第２項） 

○正当な理由なく調整委員会が提示したあっせ

ん案を受諾しない者について、知事が勧告す

るよう求めること。（条例第１８条第２項） 

○地域相談員（条例第１２条第１項第３号の者

に限る。）の委託について意見を述べること。

（条例第１２条第２項） 

○障害者の権利擁護等のための施策に関する重

要事項に関する調査審議（条例第２２条第１

項） 

○「広域専門指導員」の委嘱に際しての意見具

申（条例第20条2項）  

○知事の申立てのあった事例に対する助言及び

あっせん（条例第22条2項） 

○知事に対する差別解消のための勧告の建議 

（条例第23条1項） 

⑧その他  
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４ 相談等の状況 

県名 

項目 
千葉県 

（障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例） 

熊本県 
（障害のある人もない人も共に生きる熊本づくり条例） 

沖縄県 
（沖縄県障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会づくり条例） 

①すべての相談件数 ７９３件《平成24年度》 

 

１２２件《平成25年度》 ９０件《平成26年度（４－９月）》 

②条例対象相談件数 

（差別・合理的配慮、差別

に関する相談） 

１９３件（相談件数の約２４．３％） 

・視覚障害     ４件 

・聴覚障害    １０件 

・言語障害     ０件 

・肢体不自由   ２７件 

・内部障害     ８件 

・知的障害    ４０件 

・精神障害    ７７件 

・発達障害    １３件 

・高次脳機能障害  ４件 

・その他     １０件 

 

４２件（相談件数の約３４．４％） ２１件（相談件数の約２３．３％） 

③年度内終結件数 ２２５件中（193件＋32件（Ｈ23継続）） 

２０５件（相談件数の約９１．１％） 

 

４２件 進行中 

④その他 

 

 

 

 

 

○地域相談員に相談せず、直接、広域専門相談

員に相談する障害者が多い。相談内容によっ

ては地域相談員の段階で終結できるものもあ

るため、地域相談員の活動の充実化をする必

要がある。 

○あっせん等の申し立ては、これまで３件。た

だし、内容が条例対象相談ではなく、却下と

なった。 

○相談内容が多岐にわたるため、市町村や庁内

関係課との連携が今後の課題である。 

○相談窓口の一本化を進める必要があると考え

ている。 
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５ 本県の相談体制、紛争防止体制の考え方《案》 

 

 

（１）相談体制について 

   障害を理由とする差別に対する相談について、現在、各市町村等に設置している法定相談員や各地域で相談支援を実施している者などの協力を得て、障害者の身近で一次的な

相談窓口(相談員)を設置するとともに、より専門的な見識から助言等ができる者を広域的に配置することで、障害者からの相談に対して的確に対応する相談体制を構築する。 

 

 ①地域における身近な相談窓口                          ②広域・専門的な相談窓口 

   

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）紛争防止体制について 

   相談により終結しなかった差別事案について、解消に向けて処理を進めるとともに、障害を理由とする差別の解消に関する事例調査や研究を行うための組織を設置する。 

 

 ○組織概要 

 

 

a設置目的 ・障害を理由とする差別について、障害者の身近で気軽に相談で

きる窓口を設け、迅速な相談対応を推進する。 

・地域の特性をよく知る相談員に相談することで、迅速な終結が

期待できる。 

b設置年月 平成28年4月 

c業務内容 ・障害を理由とする差別に関する相談に応じ、関係者に必要な助

言や情報提供等を行う。 

・障害を理由とする差別に関する相談の関係者間の調整を行う。 

・必要に応じて、関係行政機関等へ通告等を行う。 

d想定する人材 ・障害者相談員 

・地域で相談支援を実施している者 

 

a設置目的 ・一次的な相談では終結が困難な事例について、法律など専門的

な見地から対処することで円滑な終結が期待できる。 

b設置年月 平成28年4月 

c業務内容 ・地域の相談窓口（相談員）に対し、専門的な見地から業務遂行

に必要な助言や情報提供等を行う。 

・障害を理由とする差別に関する相談に応じ、関係者に必要な助

言や情報提供等を行う。 

・障害を理由とする差別に関する相談の関係者間の調整を行う。 

・必要に応じて、関係行政機関等へ通告等を行う。 

d想定する人材 ・法的な助言ができる専門家 

・広い見識を有し、的確な相談支援等ができると認められる者 

 

a設置年月 平成28年4月 

b業務内容 ・助言又はあっせんの申立案件に係る審議の判断 

・審議する申立案件に対する助言又はあっせんを行う。 

・正当な理由なくあっせん案を受諾しない者に対し、勧告するよう知事に求める。 

・障害を理由とした差別の解消に係る調査、研究 

c想定する人材 ・障害者団体の代表者   ・企業等関係団体の代表者   ・弁護士 

・福祉、医療、教育、労働、学識の各分野における有識者 


